
元請業者からみた資源有効利用促進法省令改正に伴う手続き等の変更点
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【R5.5.26～契約分が対象】
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《補足説明》 省令改正に伴う変更点：下線箇所
※１ 再生資源利用(促進)計画書は搬出入量に関わらず作成が必要（５年間保存）
※２ 建設発生土の搬出量500m3以上の場合（受領書及び確認結果票は５年間保存）
※３ 建設発生土の搬入量500m3以上、又は搬入元から受領書の交付を求められた場合
※４ 最終搬出先までの確認は無期限。搬出に関する書面は５年間保存（元請業者が再

搬出以降の受領書（写）を保存する場合、書面の作成は不要）
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工事竣工後も確認義務あり!

○ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞは営利or非営利を問わず､土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄや業者の土場等も含む

受領書を交付する
場合は事前に確認!

受領書を受領する
場合は事前に確認!
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